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す
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す
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
道
路
特
定
財
源
を
原
資
と
す
る
道
路
整
備
特
別
会
計
と
国
土
交
通
省
の
天
下
り
法
人
の

関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

道
路
特
定
財
源
は
、
道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
基
づ
き
、

昭
和
二
十
九
年
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
道
路
の
整
備
の
た
め
に
必
要
な
財
源
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、
自
動
車

利
用
者
に
負
担
を
求
め
て
い
る
制
度
で
あ
る
。
ま
た
、
道
路
整
備
特
別
会
計
は
、
道
路
整
備
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
三
年

法
律
第
三
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
三
年
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
道
路
整
備
事
業
に
関
す
る
政
府
の
経
理
を

明
確
に
す
る
た
め
、
設
置
さ
れ
て
い
る
会
計
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
時
点
で
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
中
央
省
庁
の
補
助
金
等
交
付

状
況
、
事
業
発
注
状
況
及
び
国
家
公
務
員
の
再
就
職
状
況
に
関
す
る
予
備
的
調
査
（
松
本
剛
明
君
外
四
十
五
名
提
出
、
平
成

十
八
年
衆
予
調
第
二
号
）
に
お
い
て
国
家
公
務
員
の
再
就
職
者
が
い
る
と
判
明
し
た
法
人
の
う
ち
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い

て
、
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
一
件
当
た
り
五
百
万
円
以
上
の
業
務
等
の
費
用
を
支
出
し
た
こ
と
が
あ
る
国
土
交
通
省
所
管

一



の
独
立
行
政
法
人
及
び
公
益
法
人
の
数
は
五
十
五
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
五
十
五
の
法
人
（
以
下
「
五
十
五
法
人
」
と
い
う
。
）

に
対
し
て
支
出
し
た
当
該
業
務
等
の
費
用
の
額
の
合
計
額
は
、
約
千
八
百
九
十
一
億
円
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
八
年
四
月

一
日
現
在
で
、
国
土
交
通
省
を
退
職
し
た
者
で
五
十
五
法
人
に
在
職
し
て
い
た
役
職
員
数
は
延
べ
千
二
百
七
十
六
人
で
あ
り
、

五
十
五
法
人
に
在
職
し
て
い
た
常
勤
役
員
の
数
は
、
国
土
交
通
省
を
退
職
し
た
者
を
含
め
て
二
百
三
十
二
人
で
あ
る
。

五
十
五
法
人
の
う
ち
、独
立
行
政
法
人
で
あ
る
五
法
人
の
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
常
勤
役
員
の
報
酬
の
平
均
支
給
額
は
、

平
成
十
九
年
八
月
三
日
に
総
務
省
が
発
表
し
た
「
独
立
行
政
法
人
の
役
職
員
の
給
与
等
の
水
準
（
平
成
十
八
年
度
）
」
に
よ

れ
ば
、
い
ず
れ
も
千
万
円
を
超
え
て
い
る
。

ま
た
、
公
益
法
人
で
あ
る
五
十
法
人
の
常
勤
役
員
の
報
酬
額
に
つ
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
お
答

え
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
従
来
か
ら
公
益
法
人
に
対
し
て
は
、「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」

（
平
成
八
年
九
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
常
勤
の
理
事
の
報
酬
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
人
の
資
産
及
び
収
支
の

状
況
並
び
に
民
間
の
給
与
水
準
と
比
べ
て
不
当
に
高
額
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
よ
う
、
指
導
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

三
に
つ
い
て

二



独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
（
以
下
「
高
速
道
路
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
高
速
道
路
に
係
る

道
路
資
産
の
保
有
並
び
に
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日

本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
総
称
す

る
。
）
に
対
す
る
貸
付
け
、
承
継
債
務
そ
の
他
の
高
速
道
路
の
新
設
、
改
築
等
に
係
る
債
務
の
早
期
の
確
実
な
返
済
等
の
業

務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
高
速
道
路
に
係
る
国
民
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
会
社
に
よ
る
高
速
道
路
に
関
す
る
事
業

の
円
滑
な
実
施
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
。

高
速
道
路
機
構
に
対
し
て
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
、
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
支
出
し
た
一
件
当
た
り
五
百
万
円

以
上
の
業
務
等
の
費
用
の
額
を
合
計
す
る
と
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
へ
の
無
利
子
貸
付

け
の
財
源
に
充
て
る
出
資
金
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
に
係
る
債
務
の
適
切
な
返
済
を
図
る
た
め
の
出
資
金
並
び
に
高
速
道
路

機
構
が
保
有
し
て
い
た
道
路
等
の
資
産
の
う
ち
、
新
直
轄
方
式
に
よ
る
事
業
の
実
施
等
に
伴
い
国
が
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ

た
資
産
を
高
速
道
路
機
構
か
ら
国
へ
移
管
す
る
際
の
相
当
の
対
価
と
し
て
、
約
千
四
十
四
億
二
千
六
百
十
四
万
円
を
支
出
し

て
い
る
。

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
都
市
再
生
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
機
能
的
な
都
市
活
動
及
び
豊
か
な
都
市
生

三



活
を
営
む
基
盤
の
整
備
が
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
大
都
市
及
び
地
域
社
会
の
中
心
と

な
る
都
市
に
お
い
て
、
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
都
市
機
能
の
高
度
化
及
び
居
住
環
境
の
向
上
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
都
市
の
再
生
を
図
る
と
と
も

に
、
都
市
基
盤
整
備
公
団
か
ら
承
継
し
た
賃
貸
住
宅
等
の
管
理
等
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
居
住
環
境

を
備
え
た
賃
貸
住
宅
の
安
定
的
な
確
保
を
図
り
、
も
っ
て
都
市
の
健
全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
安
定
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
法
人
で
あ
る
。

都
市
再
生
機
構
に
対
し
て
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
、
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
支
出
し
た
一
件
当
た
り
五
百
万
円

以
上
の
業
務
等
の
費
用
の
額
を
合
計
す
る
と
、
都
市
再
生
機
構
が
土
地
区
画
整
理
事
業
等
を
施
行
す
る
際
に
建
設
す
る
道
路

整
備
の
た
め
の
補
助
金
等
と
し
て
、
約
百
三
十
六
億
四
千
十
七
万
円
を
支
出
し
て
い
る
。

財
団
法
人
道
路
保
全
技
術
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
道
路
保
全
の
技
術
に
関
す
る
調
査
研
究
、

開
発
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
効
率
的
か
つ
合
理
的
な
保
全
技
術
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
道
路
交
通
の
安
全
と
円
滑
化

に
貢
献
し
、
国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
公
益
法
人
で
あ
る
。

セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
、
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
支
出
し
た
一
件
当
た
り
五
百
万
円
以
上

四



の
業
務
等
の
費
用
の
額
を
合
計
す
る
と
、
国
直
轄
の
国
道
の
維
持
管
理
を
行
う
上
で
必
要
不
可
欠
な
道
路
管
理
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
デ
ー
タ
更
新
及
び
道
路
構
造
物
の
保
全
に
関
す
る
調
査
検
討
等
の
業
務
の
委
託
費
と
し
て
、
約
八
十
一
億
七
千
七
百
八

十
二
万
円
を
支
出
し
て
い
る
。

社
団
法
人
中
部
建
設
協
会
、
社
団
法
人
関
東
建
設
弘
済
会
、
社
団
法
人
九
州
建
設
弘
済
会
、
社
団
法
人
東
北
建
設
協
会
、

社
団
法
人
中
国
建
設
弘
済
会
、
社
団
法
人
近
畿
建
設
協
会
及
び
社
団
法
人
四
国
建
設
弘
済
会
（
以
下
「
弘
済
会
及
び
協
会
」

と
い
う
。
）
は
、
建
設
事
業
の
円
滑
な
推
進
に
資
し
、
国
土
開
発
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
公
益
法
人
で
あ

る
。弘

済
会
及
び
協
会
に
対
し
て
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
、
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
支
出
し
た
一
件
当
た
り
五
百
万

円
以
上
の
業
務
等
の
費
用
の
額
を
合
計
す
る
と
、
道
路
等
の
工
事
の
発
注
の
支
援
及
び
施
設
管
理
の
補
助
等
の
業
務
の
委
託

費
と
し
て
、
あ
わ
せ
て
約
三
百
五
十
七
億
九
千
百
十
二
万
円
を
支
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
御
指
摘
の
十
法
人
に
対
す
る
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
の
支
出
は
、
こ
れ
ら
の
法
人
が
、
道
路
の
整
備
に

当
た
り
必
要
な
事
務
及
び
事
業
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
人
の
設
立
目
的
に
基
づ
い
て
行
っ
た
業
務
の
結
果
へ
の
対
価
等
と

し
て
支
出
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

五



四
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
時
点
で
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
五
十
五
法
人
に
対
し
て
道
路

整
備
特
別
会
計
か
ら
支
出
し
た
一
件
当
た
り
五
百
万
円
以
上
の
業
務
等
の
費
用
の
額
の
合
計
額
は
、
平
成
十
八
年
度
に
つ
い

て
は
約
千
八
百
九
十
一
億
円
で
あ
る
が
、
平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
時
間
を
要
す
る

た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

五
十
五
法
人
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
五
法
人
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
整
理
合
理
化
計
画
（
平
成
十
九
年

十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
の
対
象
で
あ
り
、
公
益
法
人
で
あ
る
五
十
法
人
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
行
政
改
革
の
方
針
（
平

成
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
く
公
益
法
人
制
度
の
抜
本
的
改
革
の
対
象
で
あ
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
国
土
交
通
省
を
退
職
し
た
者
で
五
十
五
法
人
に
在
職
し
て
い
た
延
べ
千
二
百
七
十
六
人
の
役

職
員
が
こ
れ
ら
の
法
人
に
採
用
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
と
し
て
具
体
的
に
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
般
論
と
し
て
、
公
務
員
が
公
務
で
培
っ
た
能
力
・
経
験
を
、
退
職
後
広
く
社
会
で
活
用

六



し
て
い
く
こ
と
自
体
は
有
用
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
法
人
自
ら
が
、
独
立
行
政
法
人
又
は
公
益
法
人
と
し
て
の
事
務
及
び
事
業

の
実
施
に
必
要
な
者
と
判
断
し
て
、
豊
富
な
行
政
経
験
や
専
門
知
識
・
技
術
を
有
す
る
国
土
交
通
省
を
退
職
し
た
者
を
自
主

的
に
採
用
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
が
行
う
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
が
国
民
の
目
か
ら
見
れ
ば
予
算
や
権

限
を
背
景
と
し
た
押
し
つ
け
的
な
あ
っ
せ
ん
と
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
行
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
平
成

十
九
年
六
月
に
成
立
し
た
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
に
お
い
て
、
各
府

省
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
を
全
面
的
に
禁
止
し
、
中
立
か
つ
透
明
な
仕
組
み
に
よ
る
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
再
就
職
の

あ
っ
せ
ん
を
一
元
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
に
五
十
五
法
人
に
対
し
て
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
支
出
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
整
備
に
必
要

な
調
査
・
研
究
等
を
含
む
道
路
の
整
備
、
附
帯
工
事
及
び
受
託
工
事
に
要
す
る
費
用
と
し
て
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
に
廃

止
さ
れ
た
道
路
整
備
特
別
会
計
法
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
基
づ
き
支
出
し
て
い
る
。
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
の
支
出
に

つ
い
て
は
、
国
民
に
疑
念
を
持
た
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
支
出
の
一
層
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す

七



る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
六
及
び
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
よ
う
に
、
一
般
論
と
し
て
、
公
務
員
が
公
務
で
培
っ
た
能
力
・
経
験
を
、
退

職
後
広
く
社
会
で
活
用
し
て
い
く
こ
と
自
体
は
有
用
で
あ
り
、
五
十
五
法
人
自
ら
が
、
独
立
行
政
法
人
又
は
公
益
法
人
と
し

て
の
事
務
及
び
事
業
の
実
施
に
必
要
な
者
と
判
断
し
て
、
豊
富
な
行
政
経
験
や
専
門
知
識
・
技
術
を
有
す
る
国
土
交
通
省
を

退
職
し
た
者
を
自
主
的
に
採
用
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
六
月
に
成
立
し
た
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
お

い
て
、
各
府
省
の
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
を
全
面
的
に
禁
止
し
、
中
立
か
つ
透
明
な
仕
組
み
に
よ
る
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー

に
再
就
職
の
あ
っ
せ
ん
を
一
元
化
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
も
、
そ
の
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
的

確
に
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

八


